
1

。
ノ、

平
城
宮
跡
資
料
館
秋
期
特
別
展

地
下
の
正
倉
院
展
式
部
省
木
簡
の
世
界

-
役
人
の
勤
務
評
価
と
昇
進
|

第
E
期
展
示
木
筒

i|i|i 
一
O
月
一
五
日
(
士
)
一

O
月
三
一
日
(
月
)

一
一
月
一
日
(
火
)
一
一
月
一
一
二
日
(
日
)

一
一
月
一
五
日
(
火
)
一
一
月
二
七
日
(
日
)

。
木
簡
は
三
期
に
分
け
て
展
示
し
ま
す
。

※
本
解
説
シ

l
ト
で
は
、
今
回
の
展
示
に
あ
た
り
再
検
討
し
た
結
果
、

既
報
告
の
釈
文
を
改
め
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

去

上

年

叶

ニ

(
表
)
位
子
従
八
位
上
伯
称
庚
地

河
内
国
安
宿
郡

長
さ
三
九
四
皿
・
幅
コ
二
皿
・
厚
さ
一
四
皿

O
一
五
型
式

通
す
る
孔
が
あ
る
の
が
普
通
。
個
人
カ
l
ド
の
木
簡
を
多
数
横
に
並
べ
、
紐

を
通
し
て
順
序
を
固
定
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
の
場
合
は
、

上
端
か
ら
六
回
阻
の
表
面
に
近
い
位
置
に
孔
が
あ
い
て
い
る
。
径
は
約
五
円

焼
け
火
箸
状
の
も
の
で
あ
け
た
痕
跡
が
あ
り
、
ま
た
右
側
面
か
ら
孔
を
あ
け

た
ら
し
く
、
左
に
向
か
っ
て
孔
の
径
が
小
さ
く
な
る
。
裏
面
中
央
に
は
、
途

切
れ
て
い
る
が
木
簡
を
横
切
る
太
い
塁
線
が
あ
る
。
同
種
の
木
簡
を
並
べ
、

そ
れ
ら
全
体
に
線
を
引
い
た
も
の
か
。

き
よ
じ
よ
う

「
去
上
」
は
去
年
の
評
価
が
三
段
階
評
価
(
上
・
中
・
下
)
の
上
等
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
年
齢
・
本
貫
地
を
割
り
書
き
に
す
る
。
去
年
の
評
価

の
左
側
に
は
「
今
O
」
と
今
年
の
評
価
を
書
き
込
む
た
め
の
空
白
、
ま
た
年

齢
・
本
貫
地
の
下
に
は
今
年
の
上
回
数
(
出
勤
日
数
)
を
書
き
込
む
た
め
の

空
白
が
あ
る
ロ
前
年
の
評
価
な
ど
今
年
の
資
料
が
な
く
て
も
わ
か
る
部
分
は

先
に
書
い
て
お
い
て
、
出
勤
日
数
や
決
定
し
た
評
価
が
追
記
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
木
簡
は
今
年
の
情
報
を
書
き
込
む
前

に
、
再
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
廃
棄
さ
れ
た
。
孔
が
表
面
に
近
い
位
置
に

あ
る
こ
h
ど
は
、
何
度
か
削
っ
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

「
位
子
」
は
六
位
か
ら
八
位
ま
で
の
役
人
の
嫡
仔
?
信
大
際
に
は
庶
子
も
含

E
K
ど

k
り

む
町
一
う
寸
可
能
に
応
じ
さ
ら
に
試
験
を
行
っ
た
上
で
大
舎
人
(
天
皇
の
従
者
)

.
一
明
補
(
天
皇
を
守
衛
し
行
幸
に
従
う
兵
士
。
夜
は
京
内
の
夜
警
も
担
当
)

・
使
部
(
諸
司
の
雑
役
に
従
事
)
な
ど
に
任
じ
ら
れ
た
。
「
従
八
位
上
」
は

三
O
階
あ
る
位
階
の
う
ち
、
下
か
ら
六
番
め
に
あ
た
る
。
伯
祢
氏
は
、
中
国

系
の
ぷ
操
係
指
核
問
い
、
河
内
国
安
宿
郡
に
本
拠
地
を
も
っ
氏
族
と
し
て
見
え

る
(
『
新
撰
姓
氏
録
』
)
ロ

I 

勤
務
評
価
に
使
わ
れ
た
木
簡

7 

考
課

(
毎
年
の
勤
務
評
価
)
に
使
わ
れ
た
木
簡
Z

(
三
一
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
『
平
城
宮
木
簡
五
』
六
=
一
八
O
号。

以
下
、
宮
五
|
六
三
八
O
の
よ
う
に
略
す
)

(
裏
)

か

わ

ち

あ

す

か

ペ

ほ

ん

が

ん

河
内
国
安
宿
郡
(
今
の
大
阪
府
柏
原
市
と
羽
洩
掛
柿
切
一
部
)
に
本
頁

地
(
戸
籍
の
所
在
地
)
の
あ
る
、
三
十
二
歳
の
伯
祢
庚
地
と
い
う
役
人
の

勤
務
評
価
の
木
簡
。
類
例
の
少
な
い
完
全
な
形
で
残
る
勤
務
評
価
の
木
簡

の
一
つ
。

こ
う
か

律
令
制
に
基
づ
く
役
人
の
勤
務
評
価
に
は
、
毎
年
の
評
価
で
あ
る
考
課
(
単

に
「
考
」
と
も
が
ん
也
と
そ
の
一
定
年
数
分
の
積
み
重
ね
に
よ
る
位
階
昇
進

の
評
価
で
あ
る
選
叙
(
単
に
「
選
」
と
も
い
う
)
の
二
種
類
が
あ
り
、
こ

れ
は
考
課
木
簡
の
例
。
い
ず
れ
も
役
人
一
人
ず
つ
の
個
人
カ

l
ド
の
体
裁
を

と
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
勤
務
評
価
の
木
簡
は
、
考
課
・
選
叙
ど
ち
ら
の
場
合
も
側
面
に
貫



2

8 

考
課

(
毎
年
の
勤
務
評
価
)
に
使
わ
れ
た
木
簡
の
断
片
4

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
|
一
二
八
O
O
)

去
不
正
八
位
下
口

長
さ
(
五
五
)
皿
・
幅
(
二
三
)
皿
・
厚
さ
四
皿

O
一
五
型
式

正
八
位
下
某
の
考
課
木
簡
の
断
片
。
孔
は
木
簡
の
上
端
か
ら
二
八
皿
の
位

置
に
あ
る
。
焼
け
焦
げ
の
痕
が
見
え
、
焼
け
火
箸
状
の
も
の
で
孔
を
あ
け
た

と
み
ら
れ
る
。
裏
面
を
見
る
と
、
孔
か
ら
下
で
裏
面
が
剥
離
し
て
い
る
。
孔

が
木
簡
の
表
面
に
出
て
き
て
し
ま
い
、
刃
を
入
れ
て
折
ろ
う
と
し
た
際
に
生

じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

き
ょ
ふ

「
去
不
」
は
去
年
、
評
価
の
対
象
外
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

価
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

今
年
の
評

9 

考
課

(
毎
年
の
勤
務
評
価
)
に
使
わ
れ
た
木
簡
の
断
片
5

(
三
一
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
一
二
人
O
六
)

去
よ

口〔
今
ヵ
〕

〔
大
初
ヵ
〕

口
口
円

長
さ
(
三
九
)
皿
・
幅
一
一
五
皿
・
厚
さ
五
皿

O
一
五
型
式

大
初
位
某
の
考
課
木
簡
の
断
片
。
側
面
の
二
カ
所
に
孔
が
あ
け
ら
れ
て
い

る
。
木
簡
の
上
端
か
ら
一
七
皿
の
位
置
に
一
っ
と
、
ち
ょ
う
ど
折
損
部
と
な

さ
り

る
三
七
皿
の
位
置
に
一
つ
で
、
上
の
孔
は
錐
で
、
下
の
孔
は
焼
け
火
箸
状
の

も
の
で
あ
け
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
あ
け
た
の
は
下
の
孔
で
、
削
っ
て
再
利

用
す
る
う
ち
に
孔
が
表
面
に
出
て
き
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
上
に
二
つ
め
の
孔

を
あ
け
た
か
ロ
し
か
し
そ
ち
ら
も
再
利
用
す
る
う
ち
に
表
面
に
孔
が
出
て
き

て
し
ま
っ
た
た
め
、
考
課
木
簡
と
し
て
は
使
用
不
能
と
な
り
、
一
つ
め
の
孔

の
部
分
で
折
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
。

「
去
上
」
は
去
年
の
評
価
が
=
一
段
階
評
価
の
上
等
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
ロ

「
今
」
は
右
払
い
が
う
っ
す
ら
残
る
の
み
で
、
評
価
が
何
で
あ
っ
た
か
は
不

明。

10 

考
課

(
毎
年
の
勤
務
評
価
)
に
使
わ
れ
た
木
簡
の
断
片
6

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
=
一
八
O
七
)

去
不

本
貝
人
留

長
さ
(
五
八
)
皿
・
幅
二
四
皿
・
厚
さ
二
二
皿

O
一
五
型
式

考
課
木
簡
の
断
片
。
孔
は
木
簡
の
上
端
か
ら
四
五
皿
の
位
置
に
あ
い
て
い

る
ロ
径
は
約
六
皿
。
焼
け
火
箸
状
の
も
の
で
孔
を
あ
け
た
痕
跡
が
残
る
ロ
厚

み
が
あ
り
、
孔
の
下
で
下
部
を
切
断
し
て
い
る
。

8
や

g
と
違
い
、
孔
が
表

面
に
出
て
き
た
た
め
に
廃
棄
し
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
、
考
選
木
簡
の
廃

棄
に
お
け
る
何
ら
か
の
作
法
が
あ
っ
た
か
。
孔
の
あ
い
た
ま
ま
考
選
木
簡
以

外
に
再
利
用
し
た
例

(
5
・
6

〈I
期
展
示
〉
、
円
、
河
〈
E
期
展
示
〉
)
も

あ
り
、
切
断
さ
れ
た
下
部
は
木
簡
も
し
く
は
木
製
品
に
再
利
用
さ
れ
た
可
能

性
が
あ
ろ
う
。

「
去
不
」
は
、
去
年
は
勤
務
日
数
が
不
足
す
る
な
ど
し
て
、
評
価
の
対
象

と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
「
資
人
留
(
省
)
」
は
、
本
主
(
主
人
)
の

死
去
や
解
官
に
よ
っ
て
職
を
失
う
な
ど
し
た
式
部
省
付
き
の
資
人
(
従
者
)

の
こ
と
。

m-
叩

(
I
期
展
示
)
、
引

-
m
H
、
ω
(
E
期
展
示
)
に
も
類
例

が
あ
る



3

11 

考
遺
木
簡
を
再
利
用
し
た
位
階
昇
進
者
の
目
録

っ
=
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
六
|
八
五
三

O
)

(
表
)
令
一
百
冊
八
人

七
人
八
位

ニ
人
勲
位

叶
三
人
初
位

一
百
六
人
尤
位

〔
進
階
方
〕

応
口
口
冊
九
人

(
裏
)

口
日

常

上
端
と
左
右
両
辺
は
削
り
の
原
形
を
留
め
る
が
、
下
端
は
腐
蝕
の
た
め
原

形
を
保
つ
か
ど
う
か
不
詳
ロ
現
状
で
下
端
か
ら
五
二
皿
の
位
置
の
側
面
に
、

径
約
六
皿
の
孔
が
横
に
貫
通
し
て
い
る
。
錐
で
孔
を
あ
け
た
痕
跡
が
残
る
。

考
選
木
簡
を
天
地
逆
に
し
て
二
次
的
に
転
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
裏
面
に

は
木
目
に
直
行
し
て
コ
一
文
字
ほ
ど
墨
痕
が
見
え
、
あ
る
段
階
に
は
横
材
木
簡

と
し
て
使
用
し
て
い
た
。

表
面
の
文
意
は
、
各
位
を
冷
静
許
た
数
字
が
一
四
八
人
で
あ
り
、
そ
の
う

品
畑
抗
h
人
が
年
限
を
満
た
し
成
選
と
な
っ
た
、
と
い
う
も
の
。
裏
面
の

「
大
炊
寮
」
が
表
面
の
人
数
と
関
係
す
る
な
ら
ば
、
大
炊
寮
の
成
選
対
象
者

の
人
数
を
書
き
上
げ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表
面
「
応
」
宇
は
現

在
は
ほ
ぼ
見
え
な
い
状
態
。
そ
の
下
の
文
字
も
墨
痕
は
見
え
な
い
。
三
文
字

め
は
「
階
」
の
残
画
と
し
て
矛
盾
し
な
い
。

大
炊
寮
の
選
叙
木
簡
を
連
ね
、
そ
の
最
初
に
く
る
表
題
的
一
昨
簡
と
考
え
れ

ば
よ
さ
そ
う
で
は
あ
る
が
、
孔
の
位
置
は
下
部
に
あ
る
。
擬
階
(
位
階
昇
進

の
算
定
)
の
作
業
で
メ
モ
の
よ
う
に
使
用
し
た
木
簡
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

じ
き
扶
被
寮
は
、
養
老
令
の
規
定
に
よ
る
北
淀
噴
一
一
七
人
で
、
う
ち
二
人
の

直
丁
(
諸
国
か
ら
都
に
派
遣
さ
れ
た
仕
丁
の
う
ち
、
諸
司
に
配
属
さ
れ

〈
し
ち
よ
う

て
宿
直
を
担
当
し
雑
用
に
従
詩
作
件
者
)
と
三

O
人
の
駈
使
丁
(
仕
丁
の

う
ち
、
大
蔵
省
・
宮
内
省
・
春
宮
坊
の
現
業
担
当
部
門
に
配
属
さ
れ
て
労

役
に
従
事
し
時
措
Y

を
除
く
と
八
五
人
。
木
簡
に
見
え
る
八
位
以
下
の
役
人

と
な
る
と
、
大
属
以
下
と
な
り
八
一
一
人
。
養
老
一
一
年
(
七
一
八
)
六
月
に

大
炊
察

長
さ
(
二
七
一
)
皿
・
幅
二
九
皿
・
厚
さ
一
一
皿

O
一
九
型
式
(
O
一
五
型
式
)

し
ょ
〈
に
ほ
ん
ぎ

史
生
四
人
が
増
置
さ
れ
て
い
る
(
『
続
日
本
紀
』
同
月
丁
卯
〈
四
日
〉
条
)

こ
と
を
合
わ
せ
る
と
総
数
は
八
六
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
数

は
合
わ
な
い
。

E 

考
選
木
簡
の
削
屑
の
世
界

49 

考
遅
木
簡
の
長
大
な
削
屠
3

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
五
六
二
二
二

(
表
)

口

神
護
二
年
三
月
サ
六
日
息

〔
符
方
〕

口
符
寧
口
符
符

〔
少
初
カ
〕

勅
叙
口
口

(
裏
)

O
九
一
型
式

表
裏
両
面
に
墨
書
の
あ
る
長
大
な
削
暦
。
裏
面
は
削
屑
の
状
態
に
な
っ
て

か
ら
書
き
込
ま
れ
て
恥
九
い
じ
ん
ご

「
神
護
二
年
」
は
天
平
神
護
二
年

(
七
六
六
)

の
こ
と
。

事
情
は
不
明



4

だ
が
、
称
徳
天
皇
に
よ
る
特
別
の
叙
位
が
行
わ
れ
、
そ
の
対
象
と
な
っ
た
こ

と
が
考
選
木
簡
に
書
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
昇
進
し
て
少
初
位
と
い
う

ご
く
低
い
位
階
の
者
ま
で
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に

は
か
な
り
広
範
囲
の
叙
位
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
こ
の
日
は
国
司
の
任
官
が
行
わ
れ
て

い
る
(
天
平
神
護
二
年
三
月
辛
巳
〈
一
一
六
日
〉
条
)
が
、
叙
位
の
こ
と
は
見

え
な
い
。

50 

考
還
木
簡
の
畏
大
な
削
屠
4

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
五
六
七
三

O
)

従〔
口八
下方
伊〕

干岳

事~
童
園

美年
j農 1i.r--.
園口十
山口四
勝カ
郡〕

O
九
一
型
式

み

の

や

ま

が

た

美
濃
国
山
県
郡
は
、
今
の
岐
阜
県
山
県
市
、

部
に
あ
た
る
。

ふ
き
ペ

美
覗
官
山
伊
保
明
に
h
y福
恥
削
氏
が
い
た
こ
と
は
、
大
宝
二
年
(
七

O
二
)

の
「
御
野
園
山
方
郡
三
井
田
里
戸
籍
」
か
ら
わ
か
る
(
「
戸
主
伊
福
部
大
庭
」

〈
『
大
日
本
古
文
書
』
(
編
年
)
て
五
三
頁
〉
な
ど
)
。

及
び
岐
阜
市
と
関
市
の
一

51 

考
遺
木
簡
の
官
職
部
分
の
削
屑
4

(
三
一
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
五
七
一
一
一
ニ
)

留
省
口

O
九
一
型
式

り
ゅ
う
し
よ
う

「
留
省
」

は
、
本
主
(
主
人
)

の
死
去
や
解
官
に
よ
っ
て
職
を
失
う
な

し
じ
ん

ど
し
て
、
式
部
省
付
き
に
な
っ
て
い
る
資
人
(
五
位
以
上
の
諸
王
・
諸
臣
、

大
臣
・
大
納
言
な
ど
に
与
え
ら
れ
る
従
者
)
。
叩
を
参
照
。

52 

考
遷
木
簡
の
官
職
・
位
階
部
分
の
削
暦

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
五
|
七
O
八
三
)

留
省
少
初
位

O
九
一
型
式

り
ゅ
う
し
よ
う

「
留
省
」

に
つ
い
て
は
、

問
・
引
を
参
照
。

53 

考
選
木
簡
の
官
醜
部
分
の
削
暦
5

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
五
七
0
0
0
)

免
神
祇
官

O
九
一
型
式

上
端
と
右
辺
は
木
簡
の
原
形
を
留
め
る
。
「
祇
」
以
下
に
加
哩
加
塗
ら
れ

て
い
る
。
筆
先
を
整
え
る
た
め
の
落
書
き
か
。
「
免
」
は
、
神
祇
官
の
某
職

を
免
じ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。

54 

考
遅
木
簡
の
位
階
・
人
名
部
分
の
削
屠
3

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
官
四
四
五
一
八
)

日
正
八
位
下
和
枇
益
口

O
九
一
型
式

m
u
b
L

か

ば

ね

ふ

ひ

と

「
酌
登
」
は
姓
で
、
元
は
「
史
」
と
清
和
た
。
宇
佐
評
勝
宝
九
歳
ふ
(
州
一
吠

平
宝
宇
元
年
、
七
五
七
)
に
聖
武
天
皇
の
詣
で
あ
る
首
と
、
藤
原
不
比
等
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の
名
を
避
肘
時
た
め
、
姓
の
首
・
史
を
「
枇
登
」
に
改
め
た
ら
し
い
(
『
続

日
本
紀
』
宝
亀
元
年
〈
七
七

O
〉
九
月
壬
戊
〈
三
日
〉
条
)
。
し
か
し
、
実

例
に
よ
る
限
り
、
そ
の
後
も
首
・
史
を
称
し
続
け
る
例
も
多
く
、
実
際
に
「
枇

登
」
に
改
め
ら
れ
た
の
は
天
平
宝
字
五
年
(
七
六
一
)
前
後
と
も
い
わ
れ
る
。

55 

考
選
木
簡
の
位
階
部
分
の
削
屑
Z

(
三
一
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
四
=
一
九
五
)

従
八
位

O
九
一
型
式

56 

考
還
木
簡
の
人
名
部
分
の
削
屑
1

(
三
一
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
四
四
八
七
)

〔
達
カ
〕

口
次
回
口

O
九
一
型
式

す

き

た

か

わ

ち

あ

す

か

ペ

「
次
回
」
は
吹
田
、
鋤
固
と
も
書
く
。
河
内
国
安
宿
郡
(
今
の
大
阪
府
柏

原
市
と
羽
曳
野
市
の
一
部
)
に
体
拠
地
を
も
っ
氏
族
。
元
は
無
姓
だ
っ
た
が
、

天
武
天
皇
十
年
(
六
八
一
)
に
連
の
姓
を
賜
っ
て
い
る
。

57 

考
還
木
簡
の
年
齢
・
本
買
地
陣
分
の
削
暦

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
|
四
O
六
二

口年
七ヵ

国十〕

口

O
九
一
型
式

「
年
七
十
」
は
、
勤
務
評
価
の
木
簡
の
役
人
の
年
齢
部
分
。
「
国
」

左
行
に
書
か
れ
る
本
貫
地
を
示
す
「
O
O
国
O
O
郡
」
の
一
部
。

は
そ
の

58 

考
還
木
簡
の
人
名
・
本
貫
地
部
分
の
削
屠
2

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
五
|
六
五
二
六
)

口
麻
呂

右
京

O
九
一
型
式

59 

考
選
木
簡
の
年
齢
部
分
の
削
暦
2

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
五
六
八
三
七
)

年
六
十
七

O
九
一
型
式

60 

考
遺
木
簡
の
本
買
地
部
分
の
削
暦
2

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
五
|
六
七
七
一
)

〔
国
ヵ
〕

口
口
海
部
郡

O
九
一
型
式

あ

ま

お

わ

り

お

き

き

い

ぶ

ん

ご

海
部
郡
は
尾
張
・
隠
岐
・
紀
伊
・
豊
後
の
各
国
に
あ
る
。

61 

考
還
木
簡
の
本
買
地
部
分
の
削
屑
3

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
=
一
九
八
九
)

〔
国
力
〕

摂
津
口

O
九
一
型
式



能登国羽咋郡人今授

7
0

今外 授少
7
1

那賀郡人

7
2

右京人7
3

三考資人6
6

考日一千6
7日一千6
8

五等 上6
9 正六 今上7
4

今従八上7
5

従八下伊福部豊国
年五十四

美濃国山縣郡

5
0

留省5
1

5
2

留省少初位

免神祇官
5
3

5
4 正八位下和登 毗

5
5

従八位次田連5
6

5
7 年七十

国

麻呂右京

5
8

年六十七5
9

国海部郡6
0

摂津国6
1

6
2

上日二

去上6
3

去

従
不6
4

今上6
5

叙位の結果官職位階姓名年齢
本貫地
考の年数通算出勤日数考の内訳

官職位階姓名

年齢
本貫地＋「人」叙位の結果

（略式）

前年の評価

今年の評価

官職位階姓名年齢
本貫地出勤日数

選叙木簡１

選叙木簡２

Ⅱ
章
の
削
屑
が
考
選
木
簡
の
ど
の
部
分
に
あ
た
る
か
、
模
式
的
に
示
し
た
。

な
お
、
官

職
・
位

階
・

姓
名
・
年

齢
・
本

貫
地

の
五

項
目

は
、
個

人
カ

ー
ド

と
し

て
の

勤
務

評
価

の
木

簡
に

共
通

す
る

記
載

事
項

で
あ

る
た

め
、
こ

の
部

分
の

み
で

は
考

課
・
選

叙
い

ず
れ

の
木

簡
の

削
屑

か
は

判
断

で
き

な
い

が
、

便
宜
上
、
考
課
木
簡
と
し
て
示
し
た
。

考課木簡

？？

6
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62 

考
還
木
簡
の
上
回
数
部
分
の
削
暦
2

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
|
一
二
九

O
九
)

上
回
二

O
九
一
型
式

63 

考
課
木
簡
の
前
年
評
価
部
分
な
ど
の
削
屠

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
五
|
六
=
一
八
八
)

去
よ

円
U 

O
九
一
型
式

で

き長1
た上I

i:: I土
b 、

耳ミヰ子

す;五五
の
評
価
が

段
階
評
価

上

中

下

の
上
等

64 

考
課
木
簡
の
前
年
評
価
と
位
階
部
分
の
削
暦
1

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
五
|
六
四
三
九
)

去

不

従

O
九
一
型
式

き
ょ
ふ

「
去
不
」
は
、
去
年
は
勤
務
日
数
が
不
足
す
る
な
ど
し
て
評
価
の
対
象
と

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

65 

考
課
木
簡
の
今
年
の
評
価
部
分
の
削
屠
2

(
三
一
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
一
二
八
二
二

A、
7 

よ

O
九
一
型
式

で
あ之い
る 75-..ょ
と」う

聖は
耳ミ

す会
。牛
の
評
価
が

段
階
評
価

上

中

下

の
上
等

66 

遺
叙
木
簡
の
考
の
年
数
と
官
職
部
分
の
削
暦

(
一
一
一
二
次
補
、

S
D
四
一

O
O出
土
。
宮
四
|
四
三
五
一
一
一
)

三
考
資
人

O
九
一
型
式

選
叙
の
期
限
内
に
官
職
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
官
職
ご
と
に
何
年

分
の
考
課
を
受
け
た
か
の
内
訳
が
書
か
れ
る
。
資
人
か
ら
別
の
官
職
に
異
動

し
た
た
め
、
あ
と
の
=
一
年
分
の
考
課
は
、
別
の
官
職
と
し
て
受
け
た
の
で
あ

ろ
う
。
但
し
、
こ
の
内
訳
記
載
が
選
叙
木
簡
の
ど
の
部
分
に
ど
の
よ
う
な
書

式
で
書
か
れ
て
い
た
か
は
、
厳
密
に
は
わ
か
ら
な
い
。

67 

遺
叙
木
簡
の
考
の
年
数
・
上
回
数
部
分
の
削
屠
2

(
一
一
一
二
次
補
、

S
D
四
一

O
O出
土
。
宮
五
|
六
二
五
一
一
一
)

考
回
一
千

O
九
一
型
式

上
に選
は叙
その
の期
年限
数内
がの

一員え円

ば数
「の
六会

空語
を

の却

さ亡
ヲ骨

量き
か 2λ

な面
のける

が「
普考
通 」
。の

68 

遺
叙
木
簡
の
上
回
数
部
分
の
削
屠
2

(
三
二
次
補
、

S
D
四
一

O
O出
土
。
宮
五
|
六
五

O
五
)

日
一
千
口

O
九
一
型
式
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69 

還
叙
木
簡
の
考
の
肉
訳
部
分
の
削
屠
2

合
=
一
次
補
、
S
D
四
一

O
O出
土
。
宮
五
|
六
二
四
五
)

五
上
等

O
九
一
型
式

選
叙
の
期
限
内
の
評
価
の
内
訳
を
記
す
部
分
の
削
屑
。
上
等
騨
畑
品
目
玉
年

分
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
六
年
で
選
叙
の
評
価
を
受
け
る
内
分
番
(
中

央
の
非
常
勤
の
役
人
)
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
残
り
の
一
年
度
分
の
結
果
が
左

行
に
「
一
中
等
」
、
あ
る
い
は
ご
下
等
」
と
書
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

70 

遺
叙
木
簡
の
本
貫
地
・
昇
進
位
階
部
分
の
削
屠
1

(
三
一
一
次
補
、
S
D
四
一

O
O出
士
。
宮
五
六
二
七

O
)

口能
益力
国〕

羽
。宇

郡
人

，八
~-r-\ 

口授
ロヵ

O
九
一
型
式

の

k

は
〈
い

能
登
国
羽
咋
郡
は
、
今
の
石
川
県
羽
咋
市
、
及
び
七
尾
市
・
か
ほ
く
市
の

一
部
な
乞
を
中
心
と
す
る
地
域
。

=
i〈

「
今
授
」
は
選
叙
の
評
価
に
よ
る
叙
位
の
結
果
を
示
し
、
こ
の
位
置
に

書
か
れ
る
場
合
は
、
木
簡
上
端
の
余
白
に
書
か
れ
る
場
合

(
Mな
ど
)
と
は

異
な
り
、
「
位
」
を
省
か
ず
、
上
に
「
今
授
」
を
伴
う
。

71 

遺
叙
木
簡
の
昇
進
位
階
部
分
の
削
屠
1

(
三
一
一
次
補
、
S
D
四
一

O
O出
士
。
宮
四
三
一
七
九
三
)

今
投
外
少

O
九
一
型
式

72 

遺
叙
木
簡
の
本
貫
地
部
分
の
削
屠
2

(
一
一
一
二
次
補
、
S
D
四
一

O
O出
土
。
宮
四
|
四

O
三
八
)

那
賀
郡
人

O
九
一
型
式

な

が

い

ず

む

さ

し

玩
噴
用
廿
哨
、
「
叩
品
」

L
M
d記
訪
山
る
北
初
旬
b
冶
初
旬
と
、
伊
豆
・
武
蔵

.
常
陸
・
石
見
・
紀
伊
・
阿
波
・
讃
岐
・
筑
前
・
日
向
の
各
国
に
あ
る
。

73 

選
叙
木
簡
の
本
貫
地
部
分
の
削
屠
3

(
一
一
一
二
次
補
、
S
D
四
一

O
O出
土
。
官
四
|
コ
一
九
三
人
)

右
ム
甲
小
人

O
九
一
型
式

74 

遺
叙
木
簡
の
昇
進
位
階

二略
t正式
補)
、部
S 分
Dtn 
四由
一 層。
O 2 
出
土

宮
五

ノ、

八
五

今
正
六
上

口

O
九
一
型
式

上
端
と
左
辺
は
木
簡
の
原
形
を
留
め
る
。
「
今
正
六
上
」
は
、
「
今
授
正
六

位
上
」
の
略
で
、
今
年
年
限
を
満
た
し
て
位
階
昇
進
の
対
象
と
な
り
(
成
選
)
、

正
六
位
上
を
授
け
る
の
意
。
選
叙
の
評
価
に
よ
る
叙
位
の
結
果
を
勤
務
評
価

木
簡
の
上
端
に
記
入
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「
授
」
と
「
位
」
を
略

し
た
書
式
が
用
い
ら
れ
る
。
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75 

還
叙
木
簡
の
昇
進
位
階
(
略
式
)
部
分
の
削
屠
3

合
=
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
五
|
六
三
二

O
)

今
従
八
よ

O
九
一
型
式

上
端
と
左
辺
は
木
簡
の
原
形
を
留
め
る
。

76 

特
別
の
叙
位
に
関
わ
る
削
屑
2

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
|
一
二
七
七

O
)

月
サ
八
日
息

勅
進

O
九
一
型
式

仰
と
同
様
に
、
天
皇
の
判
断
に
よ
る
特
別
の
叙
位
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示

す
削
屑

γ門
摘
何
味
紀
』
に
よ
和
辻
、
東
西
溝
S

D
四一

O
O
の
木
簡
が
帰

属
す
る
天
平
宝
字
末
年
か
ら
宝
亀
元
年
頃
に
か
け
て
(
七
六

0
年
代
後
半

か
ら
七
七

O
年
ま
で
)
の
時
期
に
、
二
八
日
附
の
思
勅
叙
北
ほ
明
ら
れ
な
い
。

但
比
一
』
民
汗
宝
字
八
年
(
七
六
四
)
一
三
月
二
八
日
に
大
赦
が
あ
り
、
ま

た
神
護
景
雲
三
年
(
七
六
九
)
三
月
一
一
八
日
に
も
大
赦
が
あ
る
か
ら
、
大

赦
の
時
に
一
部
恩
勅
の
叙
位
も
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

77 

藤
原
仲
麻
呂
の
乱
に
連
座
し
た
こ
と
を
肥
す
削
屠

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
官
五
六
一
七

O
)

仲
万
呂
文
党
除
名

O
九
一
型
式

み
じ
わ
ら
の
な
か
ま
ろ
え
み
の
お
し
か
っ

天
平
宝
字
八
年
(
七
六
四
)
仇
月
の
藤
原
耐
即
時
岬
担
(
恵
美
押
勝
)
の
乱

後
の
措
置
と
し
て
、
仲
麻
呂
に
与
し
た
か
ど
で
除
名
(
役
人
の
名
簿
か
ら

削
除
す
る
の
意
で
、
罪
を
犯
し
た
役
人
の
位
階
や
勲
位
を
六
年
間
全
て
剥
奪

す
る
附
加
刑
)
に
処
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
記
載
ロ

78 

『
省
符
』
と
年
紀
の
書
か
れ
た
剛
屠
2

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
|
四
一
一
六
)

口

省
口

「
景
品
審
三
年
九
月
サ
二
日
」

O
九
一
型
式

「
省
」
の
次
の
文
字
は
、
類
例
か
ら
み
る
と
、
「
符
」
と
な
ろ
う
。
「
省
符
」

{
式
部
省
符
)
と
同
じ
日
付
の
組
み
合
わ
せ
の
削
屑
が
複
数
あ
り
、
何
ら
か

の
勤
務
評
価
の
木
簡
の
一
部
と
み
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
書
式
な
ど
は
わ
か

ら
な
い
。
「
景
雲
=
一
年
」
は
神
護
景
雲
三
年
(
七
六
九
)
の
こ
と
。

79 

式
部
省
で
使
わ
れ
た
横
材
の
削
屠
3

(
三
二
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
四
二
七
九
)

口

首長晴

冷静

口

O
九
一
型
式

80 

式
部
省
で
使
わ
れ
た
横
材
の
削
屠
4

(
三
二
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
四
八
五
三
)

口

口事

口口
〔惜別リ

新

先口

口口

O
九
一
型
式
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E 

式
部
省
木
簡
の
広
が
り

128 

文
学
寮
か
ら
宿
直
担
当
者
を
報
告
す
る
木
簡
2

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
一
二
七
五
三
)

(
表
)
大
学
寮
解

中
宿
直
官
人

口
門事
瓦天員
位平外
口神大
慶護属
口元破

[年斯
正口清
ヵ 月 道
〕サ

四

日

(
裏
)

大
学
寮
宿
直

口
丁
口
口
人

〔
直
カ
〕

長
さ
二
六
人
皿
・
幅
三
二
皿
・
厚
さ
さ
一
皿

O
一
一
型
式

大
学
寮
が
上
級
官
司
の
式
部
省
に
対
し
、
宿
直
担
当
者
を
報
告
し
た
木
簡
。

大
学
寮
は
、
役
人
の
養
成
機
関
で
あ
る
大
学
を
管
轄
す
る
役
所
。
京
内
の
左

京
三
条
一
坊
(
ま
た
は
右
京
三
条
一
坊
)
に
あ
っ
た
と
汚
坑
払
れ
て
い
る
。

宿
直
は
、
夜
勤
(
宿
)
と
日
勤
(
直
)
の
総
称
。
員
外
大
属
は
定
員
外
の

特
任
の
第
四
等
官
。
一
人
で
清
宮
札
決
」
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
担
当
責
任

者
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
知
山
天
平
神
護
元
年
は
七
六
五
年
。

表
面
割
書
右
行
の
「
破
斯
」
は
ベ
ル
シ
ヤ
(
今
の
イ
ラ
ン
を
中
心
と
す
る

地
域
に
あ
っ
た
古
代
西
ア
ジ
ア
の
国
家
)
の
こ
と
。
普
通
「
渉
噺
」
と
書
く

が
、
偏
が
違
っ
て
も
通
用
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
難
波
」
を
「
難

破
」
と
書
く
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
(
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』

四
三
、
三

O
頁
下
(
一
七
五
)
〈
以
下
、
平
城
木
簡
概
報
四
三
|
二

O
下
〈
一

七
五
〉
の
よ
う
に
略
す
て
平
城
木
簡
概
報
四
四
「
民
社
〈
二
二
五
〉
)
。

「
破
斯
」
と
書
か
れ
た
部
分
は
、
大
学
寮
の
員
外
大
属
の
ワ
ジ
名
に
あ

た
る
部
分
な
の
で
、
出
身
国
名
を
そ
の
ま
ま
ウ
ジ
名
と
司
し
て
名
乗
っ
て
い
た

く

だ

ら

し

ら

き

こ

ま

こ
と
が
わ
か
る
(
同
様
の
例
と
し
て
は
、
百
済
氏
・
新
羅
氏
・
高
一
一
嵐
氏
な
ど

が
あ
る
)
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
シ
ヤ
人
が
事
務
官
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
大

学
寮
に
勤
務
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
学
識
を
買
わ
れ
て
の
登
用

か
も
知
れ
な
い
。

従
来
、
平
城
京
に
や
っ
て
き
た
ペ
ル
シ
ヤ
人
と
し
て
は
、
出
入
持
仏
年
(
七

三
六
)
に
帰
国
し
た
天
平
の
遣
唐
使
と
と
も
に
来
日
し
た
李
密
裁
が
知
ら

れ
る
だ
け
だ
っ
た
(
『
続
日
本
』
相

F
F汗
ス
弗
許
「
明
喰
寅
〈
一
二
日
〉
条
)
。

同
時
に
来
日
し
た
唐
の
楽
人
皇
甫
東
朝
も
神
護
景
雲
年
間
(
七
六
七

1
七

七
O
)
に
役
人
と
し
て
の
活
躍
が
知
ら
れ
て
お
り
、
李
密
臨
調
と
の
関
係
は
定

か
で
な
い
も
の
の
、
外
国
人
が
八
世
紀
後
半
の
日
本
古
代
の
役
人
社
会
に
定

着
し
て
活
躍
し
て
い
る
さ
ま
が
う
か
が
え
る
。

な
お
、
破
斯
清
道
の
祖
国
ベ
ル
シ
ヤ
は
、
李
密
臨
調
が
日
本
に
や
っ
て
き
た

頃
の
ワ
マ
イ
ヤ
朝
ベ
ル
シ
ャ
が
七
五

O
年
に
滅
び
て
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
が
成
立

す
る
な
ど
、
激
動
の
時
代
を
迎
え
て
い
た
。

裏
面
に
も
、
大
学
寮
か
ら
の
宿
直
担
当
者
の
報
告
と
恩
わ
れ
る
記
載
が
残

る
が
、
表
面
と
は
担
当
者
が
異
な
る
。
一
部
書
式
が
整
わ
な
い
部
分
も
あ
る

が
、
式
部
省
で
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
、
不
要
に
な
っ
た
あ
と
大
学
寮
に
返
送

さ
れ
、
同
じ
材
を
何
度
も
宿
直
報
告
に
用
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
一
つ
前
の

段
階
の
宿
直
担
当
者
の
報
告
、
あ
る
い
は
そ
の
書
き
損
じ
が
そ
の
ま
ま
残
っ

て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
ロ

129 

散
位
寮
か
ら
宿
直
担
当
者
を
報
告
す
る
木
簡
2

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
コ
一
七
五
五
)

表

散
位
察
解

z 
直
事

使口史
〔告~生方
穴口従〕
太口八
上口位
中日下
方口
〕口

口
口

(
裏
)
直
丁
宗
部
小
友

天
平
日
押
護
元
年
口
月
十
八
日

長
さ
一
一
二
九
皿
・
幅
三
一
二
皿
・
厚
さ
五
皿

O
一
一
型
式

さ

ん

に

り

ょ

う

し

き

ぷ

し

よ

う

散
位
寮
が
上
級
官
司
の
式
部
省
に
対
し
て
宿
直
担
当
者
を
報
告
し
た



11

木
簡
。
散
位
寮
は
、
散
位
(
位
階
を
も
ち
な
が
ら
、
特
定
の
官
職
に
就
い
て

い
な
い
役
人
)
を
管
轄
し
、
本
寮
に
詰
め
る
六
位
以
下
の
散
位
の
勤
務
差
配

を
明

h
没

。

し

ぶ

史
生
は
書
記
官
。
散
位
寮
に
は
六
人
が
配
属
さ
れ
て
い
た
-
使
部
は
各

ー

ち

ゃ

〈

し

宮
司
慌
配
属
さ
れ
た
雑
用
係
で
、
内
六
位
以
下
八
位
以
上
の
嫡
子
(
こ
れ

を
位
子
と
押
必
・
嫡
子
は
こ
こ
で
は
家
の
継
承
者
。
不
足
の
場
合
は
嫡
子
以

外
の
子
〈
庶
子
〉
も
対
象
と
さ
れ
た
)
の
う
ち
、
身
体
が
丈
夫
で
な
く
文
筆

や
計
算
が
不
得
手
で
下
等
と
評
価
さ
れ
た
も
の
を
充
て
る
。
散
位
寮
に
は
二

じ
き
ち
ょ
う

。
弘
明
配
属
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
直
丁
は
諸
国
か
ら
都
に
派
遣
さ
れ
た

仕
丁
の
う
ち
、
諸
司
に
配
属
さ
れ
て
宿
直
流
担
問
叫
雑
用
に
従
事
し
た
者
。

散
位
寮
に
は
二
人
が
配
属
さ
れ
て
い
た
。
天
平
神
護
元
年
は
七
六
五
年
。

130 

河
内
職
か
ら
宿
直
担
当
者
を
報
告
す
る
木
簡

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
官
五
|
六
一
六
二
一
)

河
内
職
解

中
宿
直
円長

さ
(
一
九
七
)
皿
・
幅
三
=
一
皿
・
厚
さ
一
皿

O
一
一
型
式

か

わ

ち

し

き

じ

ん

ご

け

い

う

ん

河
内
職
が
宿
直
担
当
者
を
謝
指
し
た
悲
甥
断
片
。
河
内
職
は
神
望
書
揖

三
年
(
七
六
九
)
十
月
に
、
由
義
富
を
西
京
と
し
た
の
に
伴
い
、
摂
津
職

に
な
ら
っ
て
河
内
国
(
今
の
大
瀬
哨
東
部
)
を
改
め
た
も
の
(
『
日
開
山
中
沖
紀
』

同
月
甲
子
〈
三

O日
〉
条
)
。
宝
亀
元
年
(
七
七

O
)
八
月
、
称
徳
天
皇

2
2
;
 

没
後
ま
も
な
く
の
道
鏡
失
脚
に
伴
っ
て
河
内
国
に
復
し
た
(
『
続
日
本
紀
』

同
月
乙
卯
〈
一
一
六
日
〉
条
)
の
で
、
こ
の
木
簡
は
こ
の
間
十
ヵ
月
余
り
の
聞

の
も
の
と
な
る
。

な
お
、
河
内
職
の
宿
直
報
告
の
解
が
、
式
部
省
木
簡
と
と
も
に
出
土
す
る

理
由
は
不
詳
。

131 

続
労
舗
の
付
札
4

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
六
|
九
O
六
四
)

(
表
)
益
田
君
倭
麻
呂
続
労
銭

〔
五
カ
〕

(
裏
)
神
亀
五
年
口
月
サ
七
日

長
さ
一
四
四
皿
・
幅
一
五
回
・
厚
さ
一
二
皿

O
三
三
型
式

ま
す
だ
の
き
み
や
ま
と
ま
ろ
し
ょ
く
ろ
う
せ
ん

益
田
君
倭
麻
呂
の
続
労
銭
の
付
札
。
官
職
や
位
階
が
湾
か
れ
て
お
ら

ず
、
出
仕
し
た
ば
か
り
の
者
で
あ
ろ
う
か
。
続
労
銭
は
、
資
銭
と
も
引
い
、

定
員
オ
ー
バ
ー
で
官
職
に
井
苦
し
か
っ
た
六
位
以
下
の
役
人
や
位
子
(
六

位
か
ら
八
位
ま
で
の
役
人
の
嫡
子
)
な
ど
が
納
め
る
銭
の
こ
と
。
こ
れ
に

よ
り
位
階
昇
進
判
定
の
対
象
と
な
る
資
格
(
「
考
」
)
を
つ
な
げ
る
こ
と
が

で
き
る
、
文
字
通
り
「
労
」
を
「
続
」
ぐ
た
め
の
「
銭
」
で
あ
る
ロ
こ
の

木
簡
に
は
額
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
五

O
O文
が
定
額
だ
っ
た
ロ
ま
た
、

こ
の
木
簡
に
は
続
労
銭
の
木
府
信
事
く
見
ら
れ
る
式
部
省
が
検
収
し
た
こ

と
を
示
す
追
記
が
残
ら
な
い
。
神
亀
五
年
は
七
一
一
八
年
。

や
や
小
振
り
だ
が
、
非
常
に
丁
寧
な
作
り
が
目
を
引
く
。
切
り
込
み
の

加
工
も
四
周
の
削
り
も
き
っ
ち
り
と
仕
上
げ
ら
れ
、
上
下
両
端
は
山
形
に

整
形
さ
れ
て
い
る
が
、
形
に
実
用
上
の
意
味
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

132 

続
労
銭
の
付
札
5

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
六
九
O
六
五
)

(
表
)
依
智
泰
公
童
口

神
亀
五
年

(
裏
)
進
銭

十
月
十
四
日

長
さ
一
四
四
皿
・
幅
二
六
四
・
厚
さ
王
皿

O
三
二
型
式

え
ち
は
た
の
き
み

依
智
秦
公
某
が
納
め
た
銭
の
付
札
。
単
に
「
進
銭
」
と
あ
っ
て
、
額
や

そ
の
名
称
、
及
び
検
収
の
記
載
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
-
多
数
出
土
し
て
い

じ
ん
き

る
類
例
か
ら
み
て
、
続
労
銭
の
付
札
と
み
ら
れ
る
。
神
亀
五
年
は
七
二
八

年。
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お

う

み

え

ち

依
智
秦
氏
は
、
近
江
国
愛
智
郡
を
中
心
と
す
る
地
域
を
本
拠
地
と
す
る
渡

来
系
氏
族
。

133 

続
労
岨
闘
の
付
札
6

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
六
|
九
O
六
七
)

(
表
)
O
少
初
位
下
大
県
史
万
呂
銭
五
百
文

(
裏
)
O

O
一
一
型
式

サ
八
目

印
刷
」

五
九
四
・
幅
一
一
九
四
・
厚
さ
四
皿

お

お

あ

が

た

の

ふ

ひ

左

主

ろ

か

わ

ち

お

お

あ

が

た

大
県
史
万
呂
の
続
労
銭
の
付
札
。
大
県
史
は
河
内
国
大
県
郡
(
今

加
吠
阪
府
柏
原
市
・
八
尾
市
の
一
如
何
拾
体
現
地
止
す
る
百
済
系
の
氏
族
で
、

神
亀
三
年
(
七
二
五
)
六
月
に
和
徳
史
龍
麻
目
ら
三
八
人
が
大
県
史
へ

の
改
氏
姓
を
受
け
て
お
り
(
『
続
日
本
紀
』
同
月
丁
巳
〈
六
日
〉
条
)
、
こ
の

木
簡
の
年
紀
は
そ
れ
と
矛
盾
し
な
い
ロ

お
わ
り
の

「
勘
」
と
し
て
銭
の
収
納
を
担
当
し
た
こ
と
が
追
記
さ
れ
て
い
る
t

「
尾
張

梨

そ

こ

;

〈

l

i

:

小
塞
真
国
」
は
、
「
尾
張
叶
曹
の
加
持
俳
切
ウ
ジ
名
で
あ
ろ
う
。
延
暦
元

年こ
h
北
町
叫
に
何
十
二
月
の
小
塞
宿
祢
弓
張
の
申
請
に
よ
る
と
、
決
出
O
年

の
庚
午
年
籍
で
は
尾
張
姓
を
名
乗
っ
て
い
た
が
、
六
九

O
年
の
庚
寅
年
籍

作
成
の
際
に
居
地
に
因
ん
で
小
塞
姓
に
な
っ
た
と
い
い
、
尾
張
姓
へ
の
復
帰

が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
『
続
日
本
紀
』
同
月
庚
戊
〈
一
一
日
〉
条
)
。
し
か
し
、

こ
の
木
簡
に
よ
る
と
、
実
際
に
は
そ
れ
抑
輔
か
ら
尾
張
を
付
し
て
複
姓
を
名

乗
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
神
亀
五
年
は
七
二
八
年
。

な
お
、
続
労
銭
の
多
く
が
上
端
に
切
り
込
み
を
も
っ

O
三
二
型
式
ま
た
は

O
三
三
型
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
切
り
込
み
を
も
た
な
い
代
わ
り
に
上
部
に

孔
を
穿
っ
た
O
一
一
型
式
を
と
る
。
こ
こ
に
銭
を
束
ね
た
紐
を
通
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

134 

式
部
省
で
使
わ
れ
た
題
範
軸
4

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
|
=
一
七
六
六
)

(
表
)
諸
家
井

諸
司
口
口

〔
移
牒
力
〕

口

(
裏
)

長
さ
(
八
五
)
皿
・
幅
三
一
九
皿
・
厚
さ
王
皿

O
六
一
型
式

諸
家
・
満
開
少
ら
式
部
省
に
送
ら
れ
て
き
た
文
書
を
品
川
継
い
で
保
管
す

る
た
め
の
題
畿
軸
(
見
出
し
付
き
の
文
書
の
軸
)
か
。
間

(
I
期
展
示
)

の
「
諸
司
解
/
諸
司
移
」
の
題
畿
軸
が
参
考
に
な
る
。
軸
部
は
完
全
に
折
れ

て
残
ら
な
い
が
、
下
端
中
央
に
そ
の
痕
跡
が
あ
る
。

135 

式
部
省
で
使
わ
れ
た
題
鏡
軸
5

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
コ
一
七
六
五
)

(
表
)
上
回

(
裏
)
上
司

長
さ
(
三
一
五
)
皿
・
幅
八
皿
・
厚
さ
四
皿

O
六
一
型
式

単
に
「
上
日
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
式
部
省
の
役
人
の
上
日

に
関
わ
る
文
書
の
題
畿
軸
か
。
題
築
部
の
長
さ
は
=
一

O
皿ロ

136 

式
部
省
で
使
わ
れ
た
題
鏡
軸
6

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
|
コ
一
七
六
二

日
中
故

長
さ
(
一
一
八
)
皿
・
幅
三
七
四
・
厚
さ
八
皿

O
六
一
型
式
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「
申
故
」
は
欠
勤
理
由
の
意
味
と
み
ら
れ
、
間

(
I
期
展
示
)
と
同
様
に

欠
勤
理
由
を
報
告
す
る
文
書
を
貼
り
継
い
だ
も
の
の
題
畿
軸
か
。
題
銃
部
の

長
さ
は
六
二
皿
。

137 

出
羽
園
の
郡
司
考
状
帳
の
軸

(
一
五
五
次
、
S
D
一
一
六
四

O
出
土
。
宮
六
|
九
八
八
一
二
)

〔
状
帳
ヵ
〕

(
木
口
)
出
羽
国
郡
司
考
口
口

(
木
口
)
神
亀
五
年

長
二
九
五
個
・
径
一
六
四

O
六
一
型
式

138 

棒
軸
を
再
利
用
し
た
木
簡
2

外
従
初

上
物
部
浄
人

主主 年
iエ叶
園-

k敷荒
ミ智J邑
郡
人

口〔
口字

〔ロヵ
年口〕
カ遣
〕高

麗
伎
叙
位

け
ん
こ
う
ち
い
し

遣
高
麗
使
と
し
て
の
任
務
を
終
え
て
帰
国
し
た
こ
と
を
称
し
、
特
別
の

叙
位
を
受
け
た
こ
と
が
み
え
る
木
簡
。
東
西
溝
S
D
四
一

O
O出
土
木
簡
に

は
、
「
依
遣
高
一
腫
使
廻
来
天
平
宝
宇
一
一
年
十
月
廿
八
日
進
二
階
叙
」
と
書
か

れ
た
も
の
が
あ
り
(
宮
四
|
二
一
七
六
七
。
こ
の
木
簡
も
側
面
に
孔
を
も
っ

O

一
五
型
式
の
木
簡
で
、
こ
の
時
の
叙
位
で
三
階
級
特
進
を
受
け
た
役
人
の
叙

位
に
関
わ
る
考
選
木
簡
を
横
に
並
べ
て
そ
の
冒
頭
に
見
出
し
と
し
て
付
し
た

し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

木
簡
と
み
ら
れ
る
)
、
『
続
日
本
紀
』
に
も
同
日
付
の
叙
位
の
記
事
が
あ
る

no 

(
同
月
丁
卯
〈
二
八
日
〉
条
)
。
口
は
年
の
部
分
を
読
み
取
れ
な
い
が
、
同

完
形
の
棒
軸
。
木
口
の
両
端
に
墨
書
が
あ
る
。
側
面
の
削
り
は
や
や
組
く

完
全
な
円
柱
状
で
は
な
〈
靖
干
面
が
残
る
。
考
状
帳
は
、
考
課
の
実
績
を
具

体
的
に
記
し
た
文
書
。
出
羽
国
(
今
の
山
形
県
・
秋
田
県
地
域
)
の
各
郡
の

郡
司
に
関
す
る
も
の
を
一
巻
の
巻
物
に
し
(
国
で
清
書
し
直
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
)
、
式
部
省
に
報
告
し
た
際
の
軸
で
あ
ろ
う
。

平
城
宮
中
央
区
と
東
区
の
聞
を
南
流
す
る
基
幹
排
水
路
S
D
三
七

一
五
の

南
端
付
近
か
ら
も
、
木
口
に
「
天
平
賓
宇
四
年
門

U
口
史
考
状
口
〔
帳
ヵ
ご

と
書
か
れ
た
棒
軸
が
出
土
し
て
い
る
(
宮
七
|
一
一
九
四
八
)
。

(
一
二
一
一
次
補
、
S
D
四
一

O
O出
土
。
宮
五
|
六
一

二

八
)

長
さ
二
九
六
四
・
幅
一
七
四
・
厚
さ
三
一
四

O
一
一型
式

じ
天
平
宝
字
二
年
(
七
五
人
)
十
月
の
叙
位
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

本
貫
地
の
う
ち
郡
名
は
、
尚
一
h

伊
の
「
敷
智
」
を
抹
消
し
た
上
で
右
傍
に
「
荒

玉
」
わ
詑
清
ゆ
目
指
ル
俳
句
い
る
。
荒
玉
郡
は
今
の
静
岡
県
浜
松
市
浜
北
区
付
近
。

『
和
名
類
衆
抄
』
で
は
色
玉
郡
と
す
る
。
藤
原
富
田
土
木
簡
に
「
荒
玉

&

ち

評
」
が
見
え
る
(
奈
良
県
教
育
委
員
会
『
藤
原
宮
』
五
五
号
)
。
敷
智
郡
は

今
の
浜
松
市
南
部
と
湖
西
市
付
近
。
「
従
初
上
」
は
少
初
位
上
の
こ
と
か
。

裏
面
が
円
弧
状
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
四

(
I
期
展
示
)
や
叩
の
よ
う
な

棒
軸
を
縦
に
割
い
て
再
利
用
し
た
痕
跡
で
、
類
例
に
凶

(
I
期
展
示
)
が
あ
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あ
る
。
間
も
内

F仰
山
下
は
考
選
木
簡
の
類
型
に
含
ま
れ
る
が
、
側
面
の
穿

孔
を
も
た
な
い
。
本
貫
地
を
修
正
す
る
な
ど
比
較
的
ラ
フ
な
筆
跡
で
あ
る
こ

と
か
ら
み
る
と
、
考
選
木
簡
の
下
書
き
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

139 

甲
斐
固
か
ら
の
養
銭
の
付
札

(
二
=
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
|
四
六
六
一
一
)

(表

)
U斐
固
山
梨
郡
加
美
郷
丈
部
宇
万
呂
六
百
文

(

裏

)

天

平

賓

字

八

年

十

月

長
さ
(
一

O
九
)
皿
・
幅
一
七
皿
・
厚
さ
四
皿

O
三
一
一
型
式

140 

駿
河
固
か
ら
の
煮
ガ
ツ
オ
の
荷
札

裏表

天駿
平河
宥国
字駿
四河
年郡
十古
月家
専郷
当戸

那国主
司 司春
大捻日
領従部
外六与
正イ主麻
六下呂

〔位大 調
上口伴者、
カ生宿堅
〕事~祢魚

〔直益捌
イ言口人斤
陀口 伍
〕理局

す

る

が

晶

る

や

ち

ょ

う

駿
何
回
駿
河
郡
古
味
嚇
お
(
今
の
静
岡
県
加
憎
姉
源
有
近
か
)
か
ら
調
と

し
て
納
め
お
れ
史
「
煮
堅
魚
」
の
荷
札
。
天
平
宝
宇
四
年
加
比
六

O
年。

か

す

由

討

よ

ま

ろ

表
面
の
「
春
日
部
与
麻
目
」
は
調
の
貢
進
者
。
裏
面
の
「
専
当
」
は
担
当

の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
調
の
納
税
業
務
お
よ
び
都
へ
の
貢
進
を
担
当
し
た

国
司
何
人
郡
司
を
指
す
。
専
当
国
司
・
郡
司
ま
で
を
記
す
荷
札
は
珍
し
い
。

h

測
斤
伍
両
」
は
、
約
五
・
六
図
。
数
量
表
記
に
「
捌
」
「
伍
」
の
よ
う

な
次
字
(
主
に
壬
式
な
公
文
書
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
画
数
の
多
い
漢
数
字
。

Lve-

に

自

ん

し

「
萱
」
「
武
」
「
参
」
「
障
」
な
ど
)
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
、
荷
札
木
簡
に

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。

銭
一
切
付
札
。
い
ハ
百
文
と
い
う
額
か
ら
み
て
、
養
銭
の
付
札
で
あ
ろ
う
。
甲
斐

略
言
4
L

主

再

国
山
喋
一
明
加
美
郷
じ
湾
内
百
山
梨
県
山
梨
市
北
抑
中
日
曲
川
、
山
辻
、
げ
る
地
域
)
か

ら
、
衛
士
ま
た
は
仕
丁
と
し
て
都
に
赴
い
た
丈
部
宇
万
邑
の
生
活
費
の

名
良
ハ
誠
一
沙
ら
れ
た
も
の
。

天
平
宝
字
八
年
は
七
六
四
年
。

(
一
二
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
玉
|
七
九
O
一
)

長
さ
二
O
五
皿
・
幅
三
三
皿
・
厚
さ
三
一
皿

O
一一二
型
式

だ
い

P
I
Fみ
ぷ
ペ
の
あ
た
い
し
だ

P

裏
掴
め
湖
同
大
領
生
部
直
信
陀
理
は
、
天
平
十
年
度
(
七
三
人
)
駿

阿
国
正
税
帳
に
見
え
る
「
壬
生
直
信
陀
理
」
(
『
大
日
本
古
文
書
』
(
編
年
)

一
一
、
七
三
頁
)
と
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
。

あ
ら

「
煮
堅
魚
」
は
カ
ツ
オ
の
加
工
品
。
代
表
的
な
カ
ツ
オ
の
加
工
品
に
は
「
荒

(
偉
)
堅
魚
」
が
あ
り
(
単
に
「
堅
魚
」
と
記
す
場
合
も
あ
る
)
、
煮
堅
魚

は
荒
堅
魚
よ
り
も
高
級
品
で
、
一
人
あ
た
り
の
煮
堅
魚
の
貢
進
量
(
重
さ
)

は
、
荒
堅
魚
の
七
分
の
五
に
あ
た
る
。
荒
堅
魚
を
今
日
の
鰹
節
の
原
型
、

煮
堅
魚
を
な
ま
り
節
の
よ
う
な
も
の
と
み
る
見
解
も
あ
る
が
、
な
ま
り
節

状
の
も
の
を
腐
ら
せ
ず
に
駿
河
か
ら
平
城
京
ま
で
搬
送
で
き
た
か
は
疑
わ



15

し
い
。
あ
る
い
は
、
煮
堅
魚
を
鰹
節
に
近
い
も
の
に
当
て
、
荒
堅
魚
は
茄

で
る
な
ど
の
工
程
を
伴
わ
な
い
干
物
の
類
と
み
る
こ
と
も
可
能
と
恩
わ
れ
、

そ
う
考
え
れ
ば
煮
堅
魚
の
方
が
高
価
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
解
し
や
す
い
。

な
お
、
や
や
変
わ
っ
た
カ
ツ
オ
の
加
工
品
に
「
堅
魚
煎
汁
」
(
京
三
|
四
九

七
五
)
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
カ
ツ
オ
を
煮
詰
め
て
と
っ
た
調
味
料
と
さ
れ

る
。
煮
堅
魚
を
生
産
す
る
際
の
副
産
物
か
も
知
れ
な
い
。

文
字
は
、
小
振
り
だ
が
端
正
な
楢
書
体
で
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
よ
く
見
る
と
、
紐
を
か
け
て
も
文
字
が
隠
れ
な
い
よ
う
、
上
下
両
端

の
切
り
込
み
の
聞
に
う
ま
く
割
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

右
辺
中
央

付
近
の
切
り
込
み
は
用
途
不
明
。

141 

左
京
職
の
役
人
の
名
を
列
挙
し
た
木
簡

(
二
=
一
次
補
、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
六
|
八
七
七
五
)

、
:
大
進
正
六
位
上
勲
十
二
等
大
津
速
船
人

;
、
少
進
従
六
位
上
勲
十
二
等
百
済
王
会
福

少
進
正
七
位
上
勲
十
二
等
春
日
蔵
首
大
市

大
属
従
七
位
下
勲
十
二
等
膳
造
口
口

〔
石
別
ヵ
〕

(
裏
)

円
U
U
U
U
U

U
口
位
上

口
口

口
口〔

膳
ヵ
〕

〔
位
下
ヵ
〕

従
七
口
口

長
さ
(
一
一
八
六
)
皿
・
幅
一
一
四
皿
・
厚
さ
四
皿

O
六
五
型
式

官
職
・
位
階
・
人
名
を
一
段
に
二
行
ず
つ
、
二
段
に
わ
た
っ
て
記
し
た
木

簡
。
下
端
は
ヘ
ラ
状
に
二
次
的
に
整
形
さ
れ
て
い
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
表

面
に
見
え
る
四
名
は
他
の
史
料
に
よ
っ
て
経
歴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

さきょうし宮

天
平
八
年
(
七
三
六
)
前
後
の
左
京
職
の
役
人
名
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

お

お

つ

の

む

ら

巴

ふ

な

ひ

ど

だ

い

巴

ょ

う

「
大
樟
連
船
人
」
は
、
天
平
七
年
十
一
月
よ
り
左
京
大
進
と
見
え
(
『
大

日
本
古
文
書
』
(
編
年
)
一
、
六
三
一
了
六
=
一
五
・
六
四
一
頁
)
、
天
平
九
年

九
月
に
正
六
位
上
か
ら
外
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
(
『
続
日
本
紀
』
同

月
己
亥
〈
二
八
日
〉
条
)
。

く
だ
ら
由
と
に
き
し
ぜ
ん
ふ
〈

し
ょ
日
田
清
王
全
福
」
は
、
天
平
八
年
四
月
・
十
一
月
に
従
六
位
上
行
左
京

少
進
勲
十
二
等
(
平
城
木
簡
概
報
二
四
|
八
上
〈
三
一
一
了
三
四
〉
、
同
一
一

九
|
一
三
上
〈
六
一
〉
、
同
三

O
l玉
上
〈
五
〉
)
、
天
平
十
二
年
一
一
月
に
正

六
位
上
か
ら
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
て
い
る
(
『
続
日
本
紀
』
同
月
丙
子
〈
一

九
口

M
Y漁
れ
ぴ
K

担

「
春
日
蔵
首
大
市
」
は
、
天
平
七
年
十
一
月
に
左
京
少
進
(
『
大
日
本
古

文
書
』
(
編
年
)
一
、
六
三
二
頁
)
、
天
平
八
年
十
月
に
少
進
正
七
位
上
勲
干

B
T
、&ヨ

↑
.
戸
海
う
い
坪
城
木
簡
概
報
二
四
|
八
上
〈
三
七
〉)
、
天
平
十
七
年
四
月
に
造

宮
省
丞
正
六
位
上
(
『
大
日
本
古
文
書
』
(
編
年
)
二
四
、
二
九
五
頁
)
と

見
え
る
。

だ
い
さ
か
ん

「
膳
造
石
別
」
は
、
天
平
八
年
七
月
・
九
月
に
従
七
位
下
行
大

属

勲
十
二
等
し
評
嚇
木
簡
概
報
二
四
|
八
上

〈三
五
・
三
六
〉
)
、
天
平
十
年
四

月
に
伊
勢
大
目
(
『
大
日
本
古
文
書
』
(
編
年
)
二
四
、
七点ν
誼丘領
戸仁七

曹

zみ九vこ
」
の
時
期
の
左
京
職
の
下
級
役
人
と
し
て
は
、
他
に
少
属
衣
縫

連

人

君
の
存
在
が
知
ら
れ
る
(
天
平
七
年
十
一
月

1
天
平
十
年
八
月
、
『
大
日
本

古
文
書
』
(
編
年
)
一
、
六
一
一
二
・
六
三
二
・
六
=
一
五
・
六
四
一

頁
。
平
城

木
簡
概
報
二
二
|
九
下

〈三
四
・
二
王
〉
・
一

O
上
〈
一
一一六
〉、

同
一二

一
ーー一
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二
上
〈
九
一
一
一
〉
)
ロ
裏
面
の
残
画
は
、
彼
を
含
む
左
京
職
の
役
人
の
名
を
列

記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
裏
面
に
は
三
名
分
の
墨
痕
が
確
認
で
き
る
が
、
左

京
職
の
定
員
は
、
大
進
一
名
・
少
進
三
名
・
大
属
一
名
・
少
属
二
名
で
あ
る

か
ら
、
こ
ゆ
吐
き
大
属
か
b
v唱
が
定
員
外
に
も
う
一
名
い
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
大
夫
(
長
官
)
・
亮
(
次
官
)
が
見
え
な
い
の
は
、
彼
ら
が
五
位

以
上
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
勤
務
評
価
の
対
象
が
六
位
以
下
の
下
級
役
人

で
あ
る
こ
と
を
よ
く
示
す
木
簡
と
い
え
よ
う
。

142 

タ
イ
の
ス
シ
の
付
札

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
四
六
八
三
)

鯛
春
俳
一
龍

長
さ
一
九
四
皿
・
幅
三
六
四
・
厚
さ
さ
一
皿

o=一
二
型
式

っ
き
す
し

タ
イ
の
「
春
鮮
」
を
入
れ
た
績
に
付
け
ら
れ
た
、
整
理
・
保
噌
用
の
付
札
。

「
漕
鮮
」
は
未
詳
。
延
喜
内
膳
司
式
年
料
御
賛
条
で
は
、
伊
勢
固
か
ら
「
鯛

春
酢
二
担
廿
鰭
」
を
年
に
一
一
度
貢
進
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
平
城
京
左

京
七
条
一
坊
十
六
坪
の
東
一
坊
大
路
西
側
溝
か
ら
は
、
「
鯛
春
須
」
と
書
か

れ
た
付
札
の
断
片
が
見
つ
か
っ
て
い
る
(
平
城
木
簡
概
報
三
ト
叶
九
下

k
d

三
〉
)
。
「
春
」
と
記
さ
れ
て
い
な
い
タ
イ
の
ス
シ
に
つ
い
て
は
、
若
狭
国
や
志
摩

固
か
ら
貢
進
さ
れ
た
荷
札
の
例
が
あ
る
(
宮
一
|
コ
一
九
九
、
平
城
木
簡
概
報

二
三
|
三
四
上
〈
三
四
四
〉
、
岡
三
一
ー
ー
二
八
下
〈
四

O
八
〉
、
同
二
二
|
一

九
下
〈
一
六
三
〉
、
同
コ
二
|
二
三
上
〈
二
九
九
〉
・
三
三
下
〈
三

O
二〉)。

町

木
簡
に
み
る
式
部
省
の
移
転
と
跡
地
利
用

166 

考
文
の
付
札

(
一
五
五
次
、

S
D
一
一
六
四
O
出
土
。
宮
六
九
八
八
七
)

よ
長

(
表
)
神
亀
ニ
年
諸
司

考
文

(
裏
)
末
了

長
さ
一
三
二
凹
・
幅
二
四
回
・
厚
さ
一

O
皿

O
三
二
型
式

神
亀
二
年
の
勤
務
評
価
の
原
案
に
つ
け
ら
れ
た
付
札
。

二
五
年
。

ょ
う
じ
ょ
う
か
ん

「
上
長
」
は
「
長
上
」
の
誤
記
で
、
長
上
官
(
常
勤
の
役
人
。
勤
務
評

価
の
前
提
北
礼
吋
年
間
三
四

O
H
の
勤
務
が
必
要
で
あ
っ
た
)
の
意
味
で

あ
ろ
う
。
「
考
文
」
は
、
役
所
が
所
属
す
る
役
人
の
毎
年
ゆ
油
務
晶
摘
怯
官

と
悌
町
一
掛
告
す
る
文
書
。
中
央
官
司
の
長
よ
世
mv搾
文
は
、
令
や
『
弘
仁
式
』

『
延
喜
式
』
の
規
定
で
は
、
十
月
一
日
に
太
政
官
(
弁
官
)
に
送
る
よ
う

命
じ
ら
れ
て
い
る
ロ
「
末
了
」
は
未
了
の
意
味
と
思
わ
れ
、
作
業
中
の
考
文

を
一
時
保
管
す
る
際
に
付
け
ら
れ
た
付
札
で
あ
ろ
う
か
。

上
端
の
切
り
込
み
は
紐
を
か
け
て
文
書
に
括
り
つ
け
る
た
め
の
も
の
だ

が
、
よ
く
見
る
と
左
右
で
位
置
や
形
状
が
若
干
異
な
る
。
ま
た
、
裏
面
に

は
刃
物
が
深
く
入
り
す
ぎ
た
痕
跡
も
認
め
ら
れ
る
。
比
較
的
作
り
が
粗
い

木
簡
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
加
工
痕
跡
も
注
目
さ
れ
る
。

神
亀
二
年
は
七

167 

掃
部
司
の
遺
文
の
付
札

(
二
一
二
一
次
、

S
E
一
四
六
九

O
出
士
。
宮
六
|
一

O
二
九
九
)

掃
部
司
送
文
二
巻

長
さ
七
五
皿
・
幅
一
七
皿
・
厚
さ
四
皿

O
三
二
型
式
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完
形
の
小
さ
な
付
札
。
側
面
は
面
取
り
さ
れ
て
お
り
、
裏
面
は
表
面
よ

り一調印
W
喰
切
。
文
字
は
や
や
浮
き
上
が
っ
た
状
態
で
残
る
。
む
し
ろ

「
掃
部
司
」
は
、
宮
内
省
の
管
轄
下
に
あ
り
、
敷
物
類
わ
搾
な
ど
)
の

管
理
、
行
事
の
際
の
設
営
や
、
清
掃
を
担
当
す
る
役
所
。
「
遺
文
」
は
、
一

定
年
数
の
勤
務
評
価
を
積
み
重
ね
て
位
階
昇
進
の
資
格
を
得
た
役
人
に
つ

い
て
、
そ
の
年
数
分
の
評
価
を
ま
と
め
て
報
告
す
る
文
書
。
諸
司
の
遺
文

は
、
長
上
官
の
も
の
は
弁
官
・
太
政
官
経
由
で
、
ま
た
番
上
官
の
も
の
は

直
接
式
部
省
に
集
め
ら
れ
た
。
こ
の
木
簡
は
、
こ
う
し
て
式
部
省
に
集
め

ら
れ
た
掃
部
司
の
長
上
官
と
番
上
官
の
選
文
各
一
巻
を
一
括
し
、
式
部
省

で
付
し
た
付
札
で
あ
ろ
う
ロ

168 

奈
良
時
代
前
半
の
式
部
省
の
考
還
木
簡
の
削
屠
3

(
二
二
一
一
次
、

S
E
一
四
六
九

O
出
士
。
官
六
一

O
三
六
六
)

五
中
上

善

O
九
一
型
式

選
叙
に
関
わ
る
木
簡
の
削
屑
。
「
五
中
上
」
は
、
考
課
(
一
年
ご
と
の
総

合
評
価
)
に
お
い
て
中
上
(
九
段
階
評
価
の
上
か
ら
四
番
め
)
の
評
価
を
五

年
分
受
け
た
、
の
意
。
そ
の
下
の
「
麿
〈
創
刊
考
課
の
前
提
と
も
な
る
耐
湖

評
価
の
こ
と
。
令
の
規
定
に
拭
栴
ぱ
、
「
徳
義
(
人
格
が
優
れ
る
こ
と
)
」
「
滑
踊

(
清
廉
で
謹
直
な
こ
と
)
」
「
公
平
(
私
心
な
く
公
に
尽
く
す
こ
と
)
」
「
幡
勤

(
勤
勉
な
こ
と
)
」
の
四
つ
が
「
善
」
を
得
る
基
準
と
さ
れ
た
(
考
課
令
善
条
)
。

た
だ
し
、
徳
義
・
清
慎
・
公
平
は
一
度
獲
得
す
れ
ば
原
則
的
に
効
力
が
永
続

す
る
こ
と
も
あ
り
実
際
に
は
滅
多
に
与
え
ら
れ
ず
、
実
例
で
は
「
善
」
の
ほ

と
ん
ど
が
惨
勤
(
効
力
は
一
年
の
み
)
に
よ
る
も
の
と
い
う
。
い
つ
の
時
代

も
、
マ
ジ
メ
に
コ
ツ
コ
ツ
が
一
番
と
い
う
こ
と
か
。

九
段
階
で
の
評
価
を
受
け
る
の
は
通
常
は
内
長
上
(
中
央
の
常
勤
の
役
人
)

の
み
で
、
内
分
番
(
中
央
の
非
常
勤
の
役
人
)
な
ど
他
の
身
分
の
者
は
上
・

中
・
下
の
コ
一
段
階
で
評
価
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
単

純
に
考
え
れ
ば
闘
は
内
長
上
の
選
叙
に
関
す
る
木
簡
と
な
る
。
一
方
、
善
が

「
六
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
聞
は
少
な
く
と
も
六
年
分
の
考
が
記
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
井
戸
S

E
一
四
六
九

O
出
土
木
簡
は
天

平
初
期
(
七
三

O
年
頃
)
の
も
の
が
主
体
と
み
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
長
上
官

の
成
選
(
位
階
昇
進
の
資
格
を
得
る
年
数
に
達
す
る
こ
と
)
年
限
は
四
年
の

は
ず
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

実
は
、
大
宝
令
の
規
定
で
は
、
舎
人
の
み
は
内
分
番
(
成
選
年
限
は
六
年
)

相
当
な
が
ら
九
段
階
評
価
を
受
け
て
い
た
と
さ
れ
る
。
養
老
令
が
編
纂
さ
れ

た
の
は
養
老
年
間
の
七
二

O
年
前
後
だ
が
、
施
行
は
天
平
宝
字
元
年
(
七
五

七
)
ま
で
降
る
の
で
、
天
平
年
間
前
半
の
時
点
で
は
、
舎
人
の
考
課
は
九
段

階
で
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
え
る
な
ら
、
閣
は
舎
人
の
選
叙

に
関
わ
る
木
簡
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

169 

奈
良
時
代
前
半
の
式
部
省
の
考
遺
木
簡
の
削
屠
4

(
二
三
一
一
次
、

S
E
一
四
六
九

O
出
土
。
宵
六
|
一

O
四
六
三
)

小
心
一
護
卓
執
当
幹

O
九
一
型
式

槽
書
に
近
い
丁
寧
な
文
字
で
書
か
れ
た
削
屑
。
内
容
は
、
内
分
番
(
中
央

で
働
く
非
常
勤
の
役
人
)
の
毎
年
の
勤
務
評
価
(
考
課
)
の
基
準
を
定
め
た

令
の
条
文
(
考
課
令
分
番
条
)
の
一
部
で
あ
る
。
井
戸
S
E
一
四
六
九

O
か

ら
は
他
に
も
同
一
箇
所
の
文
言
を
記
し
た
削
屑
が
出
土
し
て
い
る
(
宮
六
|

一
O
四
五
九

1
一
O
四
六
四
)
。

習
書
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
が
、
た
い
へ
ん
丁
寧
な
文
字
で

書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
評
価
が
下
等
の
考
課
木
簡
の
裏
面
に
天
地
逆
に
「
遺

違
不
上
、
執
当
勝
失
」
と
書
か
れ
た
事
例
が
あ
る
(
宮
六
八
六
二
ハ
)
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
考
課
木
簡
の
裏
面
に
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

【
参
考
】
考
課
令
分
番
条
(
傍
線
部
が
聞
の
文
言
)

凡
分
番
者
、
毎
ν
年
本
司
量
二
其
行
能
功
過
-
、
立
二
=
一
等
考
第
一
。
小
レ
心

調

4
1剖
剖
剖
了
者
、
為
レ
上
。
番
上
無
レ
違
、
供
承
得
レ
済
者
、
為
レ
中
。
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遁
違
不
レ
上
、
執
当
腐
失
者
、
為
レ
下
。
対
定
、
詑
具
記
送
レ
省
。

(
大
意
)
分
番
の
官
人
に
つ
い
て
は
、
毎
年
所
属
官
司
が
以
下
の
基

準
に
則
り
、
=
一
段
階
の
勤
務
評
価
を
定
め
よ
。
謙
虚
か
つ
謹
直
に
取

り
組
み
、
担
当
分
の
仕
事
を
し
っ
か
り
完
了
し
た
者
は
「
上
」
。
き
ち

ん
と
出
勤
し
、
無
難
に
仕
事
を
済
ま
せ
た
者
は
「
中
」
。
出
勤
を
怠

り
、
担
当
分
の
仕
事
を
こ
な
せ
な
か
っ
た
者
は
「
下
」
。
本
人
に
も
結

果
を
通
知
し
、
そ
の
の
ち
書
類
に
ま
と
め
て
式
部
省
に
送
付
せ
よ
。

170 

大
神
宮
と
肥
し
た
木
簡

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
|
四
六
七
九
)

大
神
宮

長
さ
六
七
四
・
幅
一
一
二
皿
・
厚
さ
さ
一
皿

O
三
二
型
式

小
型
の
付
札
。
延
喜
伊
勢
大
神
宮
式
大
神
宮
条
や
同
神
名
式
上
伊
勢
調
鴻

な
ど
に
よ
れ
ば
、
「
大
神
宮
」
は
伊
勢
神
宮
内
宮
を
指
す
。
内
官
の
た
め
の
幣
島

な
ど
に
付
け
ら
れ
た
も
の
か
。

上
端
の
切
り
込
み
は
、
左
右
で
形
状
や
位
置
が
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
こ
れ

に
紐
を
結
わ
え
た
ら
、
か
な
り
斜
め
に
掛
か
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら

に
注
目
し
た
い
の
が
下
端
部
の
様
相
。
表
面
か
ら
は
欠
損
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
裏
面
か
ら
み
る
と
、
下
端
よ
り
数
皿
ほ
ど
上
の
部
分
で
横
方
向

に
ほ
ぼ
一
直
線
に
折
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、
現
状
で
の
裏

面
か
ら
刃
物
を
途
中
ま
で
入
れ
、
切
り
込
み
を
入
れ
て
か
ら
折
り
と
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
に
削
っ
て
形
を
整
え
る
こ
と
も
さ
れ
ず
、
全
体
に
粗
雑

な
作
り
と
の
印
象
を
受
け
る
。
例
え
ば
、
「
大
神
宮
」
用
の
幣
島
な
ど
が
届

い
た
際
に
一
時
的
に
添
付
し
た
よ
う
な
、
現
在
の
付
実
に
近
い
簡
易
な
使
い

方
な
ど
が
連
想
さ
れ
よ
う
。

171 

伊
勢
固
か
ら
の
庸
米
の
荷
札

(
三
三
次
補
、

S
D
四一

O
O出
士
。
宮
四
四
六
五
六
)

伊
勢
固
度
会
郡
継
椅
郷
庸
米
四
斗
門

U

長
さ
(
二
O
王
)
皿
・
幅
一
九
四
・
厚
さ
さ
一
皿

O
五
一
型
式

軒
と
し
て
納
め
ら
れ
た
米
の
荷
札
。
伊
酔
国
殿
山
和
郡
艇
概
郷
(
『
和
名
類

衆
抄
』
で
は
継
橋
郷
)
は
今
の
三
重
県
伊
勢
市
の
一
部
。
度
会
郡
は
伊
勢
神

宮
の
神
郡
で
、
そ
こ
か
ら
貢
納
さ
れ
る
租
税
は
伊
勢
神
宮
の
祭
杷
の
開
疫
怜

社
殿
の
修
理
な
ど
に
供
さ
れ
た
ロ
神
戸
の
調
庸
に
余
分
が
あ
れ
ば
、
神
祇
置

に
納
め
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
い
(
『
令
集
解
』
神
祇
令
神
戸
条
古

記
)
、
平
城
宮
で
出
土
し
た
川
は
、
神
祇
官
関
係
の
遺
物
と
し
て
神
祇
官
の

所
在
を
考
え
る
有
力
な
根
拠
と
な
っ
た
。

庸
は
古
代
の
税
目
の
一
種
で
、
十
日
間
の
労
働
の
代
わ
り
に
布
を
納
め
る

も
の
だ
が
い
漢
喉
に
は
米
で

A
判
明
暗
れ
る
こ
と
が
多
く
、
主
と
し
て
地
方
か

ら
上
京
し
仕
丁
(
男
性
)
や
采
女
(
女
性
)
な
ど
と
し
て
働
く
人
び
と
の

食
料
に
充
て
ら
れ
た
。
米
の
支
給
量
は
一
人
一
日
二
升
が
基
準
で
、
古
代
の

一
カ
月
は
=
一

O
日
な
い
し
二
九
目
だ
っ
た
た
め
、
庸
米
は
六
斗
(
二
升
×
三

O
日
)
ま
た
は
五
斗
八
升
(
二
升
×
二
九
日
)
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
が
多

く
、
川
の
よ
う
な
四
斗
の
例
は
珍
し
い
。
こ
れ
は
度
会
郡
が
伊
勢
神
宮
の
神

郡
で
、
他
郡
と
異
な
り
庸
が
神
宮
の
た
め
の
費
用
に
供
さ
れ
た
故
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
古
代
の
四
斗
は
今
の
一
斗
八
升
(
米
約
三
七
同
)
ほ
ど
に
あ
た
る
。

完
形
の
よ
う
だ
が
、
よ
く
見
る
と
下
端
が
わ
ず
か
に
欠
損
し
て
お
り
、
本

来
は
尖
ら
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
下
端
を
尖
ら
せ
る
加
工
は
米

の
荷
札
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
尖
ら
せ
る
た
め
に
斜
め
に
刃
を
入
れ
始

め
る
箇
所
が
左
右
で
大
き
く
異
な
り
、
現
状
で
は
ほ
と
ん
ど
左
辺
か
ら
の
み

カ
ッ
ト
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
何
と
も
不
格
好
な
加
工
で
あ
る
。
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鴨
社
と
肥
し
た
木
簡

(一一一二次補、

S
D
四一

O
O出
土
。
宮
四
|
四
六
八
O
)

鴨
社
龍

長
さ
(
九
O
)
皿
・
幅
一
八
皿
・
厚
さ
二
皿

O
三
一
型
式
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わ
ず
か
三
文
字
の
み
記
さ
れ
た
付
札
。
「
鴨
社
」
用
の
幣
島
な
ど
を
揃
抽

た
績
に
付
け
ら
れ
て
い
た
の
ぼ
吟
れ
か
端
社
」
の
特
定
は
難
し
い
が
、
山
背

国
か
(
吟
叫
椋
都
府
南
部
)
の
賀
茂
別
雷
神
社
(
い
わ
ゆ
る
上
賀
茂
神
社
)

や
賀
茂
御
祖
神
社
(
い
わ
ゆ
る
下
鴨
神
社
)
な
ど
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ

う
。
両
社
は
延
喜
神
名
式
で
は
「
賀
茂
」
、
同
四
時
祭
式
で
は
「
鴨
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
複
数
の
表
記
が
通
用
し
て
い
た
様
子
が
認
め
ら
れ
る
。

下
端
は
原
形
を
保
ち
、
紐
を
掛
け
る
た
め
の
切
り
込
み
が
施
さ
れ
る
。
上

端
は
欠
損
す
る
も
の
の
、
よ
く
見
る
と
左
辺
は
右
斜
め
上
方
向
に
カ
ッ
ト
さ

れ
て
お
り
、
切
り
込
み
の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
。
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神
帽
障
の
晶
固
と
数
量
を
列
記
し
た
木
簡

(
二
七
三
次
、

S
E
一
七
五

O
五
出
土
。
宮
六
|
一
一
二
六
一
一
)

〔
斤
ヵ
〕

(
表
)
口
口
四
日
円

U
四
升
竣
三
斤
拾
両

堅
h

賀
川
六
斤
五
両
海
藻
六
斤
五
両
勝
一
斗
五
円

(
裏
)
車
四
ロ
界
八
ロ
塩
四
升
口
口
口
口
口
口
口
口

長
さ
(
一
六
六
)
皿
・
幅
一
一
三
皿
・
厚
さ
一
一
皿

O
六
五
型
式

'

'

あ

わ

ぴ

唱
識
の
掛
岨
凹
よ
峰
、
の
つ
噛
量
を
書
き
上
げ
た
リ
ス
ト
で
、
刊
に
み
位
向
む
腹

・
堅
魚
・
謄
・
蕗
・
杯
・
塩
な
ど
は
、
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
神
僕
(
祭

把
に
お
い
て
神
に
捧
げ
ら
れ
る
供
物
)
の
品
目
に
合
致
す
る
。
祭
事
を
特

定
す
る
の
は
難
し
い
も
の
の
、
神
鎮
の
目
録
と
み
て
差
し
支
え
比
が
抗
ろ

う
。
井
戸
S

E
一
七
五

O
玉
の
所
在
地
が
奈
良
時
代
後
半
に
は
神
祇
官
東

院
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
有
力
な
証
拠
と
な
っ
た
木
簡
で
あ
る
。

現
状
で
は
複
数
片
に
分
か
れ
、
右
辺
の
一
部
と
中
央
部
分
を
欠
失
す
る
も

の
の
、
四
周
と
も
削
り
調
整
が
施
さ
れ
、
廃
棄
時
の
原
形
を
保
っ
て
い
る
。

下
端
の
独
特
な
形
状
か
ら
は
、
刀
形
(
刀
の
形
を
か
た
ど
っ
た
祭
把
具
)
の

可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
下
端
の
文
字
は
途
中
で
切
れ
て
お
り
、

刀
形
に
文
字
を
書
い
た
の
で
は
な
く
、
不
用
に
な
っ
た
木
簡
を
二
次
的
に
整

形
し
て
刀
形
に
転
用
し
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
の
神
僕
目
録

と
し
て
、
ま
た
転
用
後
の
刀
形
と
し
て
、
一
一
重
の
意
味
で
祭
施
に
関
わ
り
が

深
い
木
製
品
と
言
え
る
。

な
お
、
表
面
右
行
に
記
さ
れ
る
ア
ワ
ピ
は
虫
偏
で
「
岐
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
ア
ワ
ビ
は
本
来
「
鰻
」
ま
た
は
「
飽
」
と
書
か
れ
、
「
岐
」
は
マ
ム
シ

の
意
味
の
は
ず
で
あ
る
が
、
古
代
に
は
ア
ワ
ピ
の
魚
偏
が
虫
偏
に
置
き
換
え

ら
れ
る
例
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

【
木
簡
が
見
つ
か
っ
た
遺
構
】

東
西
溝
S

D
四
一

O
O
(展
示
番
号

1
1
問

、

問

、

問

、

巾

i
巾

)

一

九

六

六

年

平
城
宮
東
南
隅
の
南
面
大
垣
内
側
を
東
に
流
れ
る
東
西
溝
。
幅
最
大
六

m
、
最
大

探
品
目
ト

m
ロ
東
面
大
垣
内
側
の
南
北
溝
S
D
三
四
ト
わ
に
治
哨
す
る
。
木
簡
は
、

式
部
省
の
勤
務
評
価
に
関
わ
る
削
屑
が
大
半
で
、
養
老
・
神
亀
年
間
(
七
一
七

i

陪
う
き

七
二
九
)
か
ら
宝
亀
元
年
(
七
七

O
)
の
も
の
ま
で
を
含
む
が
、
養
老
・
神
亀
年
間

の
も
の
は
南
面
大
垣
を
横
断
す
る
南
北
溝
S
D
一
一
六
四

O
L」
一
連
の
遺
物
と
み
ら

れ
、
東
西
溝
S
D
四一

O
O
の
木
簡
は
基
本
的
に
宝
亀
元
年
頃
に
一
括
し
て
投
棄
さ

れ
た
と
み
ら
れ
る
。
咋
山
師
、
か
団
主
亀
年
間
(
七
七

0
1七
八
二
頃
に
北
側
に
移
転
し

て
き
た
と
み
ら
れ
る
神
祇
官
関
連
木
簡
も
、
僅
か
に
含
ま
れ
る
。
木
簡
は
約
一
万

三
千
点
(
う
ち
削
屑
約
一
万
二
千
点
)
が
出
土
し
た
。
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138 

157 

内
，
』
司
，
，

南
北
溝
S

D
一
一
六
四

O
(展
示
番
号
ロ
、
問
、
問
、
問
、
口
)
一
九
八
四
年

平
城
宮
南
面
大
垣
東
端
か
ら
西
に
五

O
m
の
位
置
で
、
南
面
大
垣
を
横
断
す
る
幅

コ
了
五
円
深
さ
0
・
八

m
の
南
北
溝
。
北
端
は
大
垣
内
側
の
東
西
溝
S
D
四一

O

O
に
接
続
し
、
南
面
大
垣
を
抜
け
た
あ
と
、
二
条
大
路
北
側
溝
S
D
一
二
五

O
に
合

あ
ん
き
ょ

流
す
る
。
溝
の
埋
土
の
上
に
大
垣
本
体
が
築
か
れ
て
い
る
が
、
暗
渠
な
ど
抑
止
明
跡

は
な
い
。
木
簡
は
一
一
七
一
点
(
う
ち
削
屑
一

O
三
O
点
)
が
出
土
し
た
。
霊
亀
二

年
(
七
一
六
)
か
ら
神
亀
五
年
(
七
二
八
)
ま
で
の
年
紀
の
あ
る
木
簡
を
含
み
、
神

亀
年
間
以
降
の
早
い
時
期
に
埋
め
立
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
溝
が
機
能
し
て
い
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た
時
期
に
は
こ
の
部
分
の
南
面
大
垣
は
分
断
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
遷
都
か

ら
二

O
年
近
く
も
開
渠
の
ま
ま
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
宮
東
南
隅
部
分
で

の
改
作
の
際
に
、
バ
イ
パ
ス
的
な
排
水
溝
と
し
て
臨
時
に
開
削
し
た
も
の
か
。
な
お
、

隣
接
す
る
東
面
大
垣
に
お
い
て
も
、
大
垣
を
横
断
す
る
二
時
期
に
わ
た
る
開
渠
の
痕

跡
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
機
能
を
果
た
し
た
溝
と
み
ら
れ
る
。

井
戸
S
E
一
四
六
九

O
(展
示
番
号
悶

i
問
、
間

i
m、
m
i
m
)

一
九
九
一
年

奈
良
時
代
後
半
の
神
祇
官
西
院
の
下
層
で
見
つ
か
っ
た
奈
良
時
代
前
半
の
式
部
省

の
井
戸
。
井
戸
枠
な
ど
の
構
造
物
は
抜
き
取
ら
れ
て
残
ら
な
い
。
掘
方
の
当
初
の
規

模
は
一
辺
約
五

m
、
検
出
面
か
ら
深
さ
約
二
・
二

m
程
度
と
み
ら
れ
る
。
木
簡
は
、

抜
取
穴
の
埋
土
か
ら
四
七
三

O
点
(
う
ち
削
屑
四
六
四
二
点
)
が
出
土
し
た
。
年
紀

の
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
天
平
元
年
(
七
二
九
)
と
天
平
三
年
五
月
の
も
の
が
あ
る
。

ち

ん

ぶ

し

ま
た
、
天
平
三
年
十
一
月
に
設
置
さ
れ
た
諸
道
鎮
撫
使
の
判
官
が
見
え
る
削
屑
が
あ

と
一
仁
り

り
、
に
一
吠
一
伴
四
年
の
考
選
事
務
に
関
わ
る
削
屑
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、
舎
人
親
王

や
新
田
部
親
王
の
生
存
が
確
認
で
き
る
の
で
、
彼
ら
の
没
し
た
天
平
七
年
ま
で
は
降

ら
ず
、
木
簡
の
廃
棄
時
期
と
し
て
は
、
天
平
四
年
の
考
選
事
務
処
理
終
了
後
の
天
平

五
年
が
目
安
に
な
ろ
う
。
内
容
は
、
多
数
の
官
司
の
役
人
の
考
課
・
選
叙
木
簡
の
削

屑
が
主
体
で
、
式
部
省
で
行
わ
れ
た
文
官
全
般
の
考
選
事
務
に
関
わ
る
木
簡
で
あ
る
。

役
所
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
遺
構
出
土
の
木
簡
と
し
て
、
こ
こ
が
奈
良
時
代
前
半
に
は
式
部

省
だ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料
と
な
っ
た
。

井
戸
S
E
一
七
五

O
五
(
展
示
番
号
制
、
問
、
問
、

m
i
m
)

一
九
九
六
年

奈
良
時
代
後
半
の
神
祇
官
東
院
の
井
戸
。
東
院
北
よ
り
の
二
棟
の
礎
石
建
物
の
中

関
東
端
に
位
置
し
、
掘
方
は
東
西
三
・
玉

m
、
南
北
四

m
の
円
形
で
、
井
戸
枠
な
ど

の
上
部
構
造
の
抜
取
穴
と
、
槽
の
一
木
剰
り
抜
き
の
井
筒
を
検
出
し
た
。
井
筒
は
高

さ
約
一
・
八

m
、
外
径
約
一
・
一

i
一
・
三

m
で
、
厚
さ
は
一

0
1
二
O
岨
あ
る
。

年
輪
年
代
測
定
の
結
果
、
養
老
七
年
(
七
二
三
)
に
伐
採
さ
れ
た
材
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
木
簡
は
、
井
筒
内
の
埋
士
、
及
び
上
部
構
造
の
井
戸
枠
の

抜
取
穴
か
ら
、
計
一
二
二
点
(
う
ち
削
屑
二

O
八
点
)
が
出
土
し
た
。
井
筒
内
か
ら

神
慢
を
書
き
上
げ
た
と
見
ら
れ
る
木
簡
や
神
社
名
を
列
記
し
た
と
み
ら
れ
る
削
屑
が

出
土
し
、
こ
こ
が
奈
良
時
代
後
半
に
は
神
祇
官
東
院
だ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
資
料

と
な
っ
た
。

(
奈
良
文
化
財
研
究
所
史
料
研
究
室
)




